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図表 II 17 歯周病の予防・改善のための歯科口腔保健指導の目標例 

 

 

 

歯周病の予防・改善のための歯科口腔保健指導の目標例 

⚫ 歯周病の病因やプラーク・歯石の為害性を知る 

⚫ 深いポケットがあることのリスクを知り、ポケットの存在する部位とその深

さを自覚する 

⚫ 歯周病の予防・改善における歯みがきの役割を理解する 

⚫ 適切な自己管理と専門的支援により、多くの歯を80歳まで失わずに保持

でき、自分の歯で食べることができることを理解する 

⚫ １日１回以上は時間をかけて歯みがきを行う 

⚫ 生活習慣に応じて歯みがきを行う 

⚫ みがきにくい部位を知り、自身の口腔状態にあった歯みがきができる 

⚫ 補助的清掃用具や歯磨剤・洗口液等の使用方法や有効性を理解する 

⚫ 歯肉の自己観察法を知り、自己観察を行う習慣を身につける 

⚫ 基礎疾患と歯周病との関連について理解する 

⚫ かかりつけの歯科医をもち、年１回以上、定期検診を受ける意義を理解す

る 

⚫ 喫煙等の生活習慣が歯肉等歯周組織に与える影響について理解する 

受診者全員 

過去 1年間に歯科医院を受診していない者 

歯周病との関連が指摘されている基礎疾患を有する者 

たばこを現在吸っている者及び過去に吸っていた者 
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（６） 市区町村への連絡 

⚫ 個別に歯科医療機関で歯周病検診を行う場合には、実施主体の市区町村に

検診結果を報告する業務が生じます。 

⚫ 検診票を複写式にして（結果のお知らせを含めると３枚複写）、原本と同内容

の検診票の写しを送付し報告する場合には、結果説明後に受診者の希望を

聞き、健診票の「市区町村への連絡事項」の欄に今後の予定等を記入しまし

ょう。 

⚫ なお、受診者に対しては、図表 II-6 結果通知票の一例の最下部で例示し

たように、健診結果を市区町村に送付すること、それらを集計して活用する予

定があること等について明記するとともに、必要な説明を行い、了解を得るよ

うに留意しましょう。 
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4 民間企業や保険者等における歯科保健の推進 

⚫ 従業員や被保険者の歯・口腔の健康管理には、従業員や被保険者の方が歯科医

療機関を定期的に受診することが重要です。そのためには、自治体において実施

される歯周病検診への受診勧奨や、健診を受けやすい環境を整えることも重要で

す。 

⚫ また、歯周病検診以外で歯科医療機関の受診を促す方法や、健診実施における

サポート等、民間企業や保険者が歯科保健事業を実施する際に役立つ情報・事

例を参考情報として紹介します。 

 

（１） 歯周病検診等の支援等 

１） 地域の歯科医師会との連携による歯周病検診等の委託 

⚫ 地域の歯科医師会等の職能団体と連携を図り、歯周病検診や簡易唾液潜

血検査、歯科口腔保健指導等を委託することができます。 

 

⚫ 職場等の指定の健診会場に歯科専門職が訪問して歯周病検診を実施する方式（集団

健診）と、受診者が協力歯科医療機関に出向き歯周病検診を受ける方式（個別健診）が

あります。 

【手順】 

① 実施希望日の約 2カ月前に歯周病検診委託の申し込みを行います。 

② 健診の方式（集団、個別）、受診者数、実施日時、時間帯、実施内容等の希望を決め、地

域の歯科医師会に申し込みます。 

③ 申し込み後、健診の当日までの準備や当日の手順について担当歯科医師等と相談して

決めます。 

④ 集団健診で実施する場合は、歯科医師、歯科衛生士等が健診会場に出張し、歯・口腔

内の診査と歯科口腔保健指導、歯磨き指導等を実施します。個別健診で実施する場合

は、受診対象者に健診実施機関、健診実施期間等を周知し、健診受診を促します。 

⑤ 健診後は、健診結果を取りまとめ集計処理し、担当者に送付します。 

① 歯科専門職による歯周病検診 
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⚫ 一部地域の歯科医師会では、簡易唾液潜血検査による歯周病スクリーニングの実施を

行っています。歯周病検診に比べて、結果判定までの時間が 1人あたり２～３分程度と

短く、費用が安価であるため民間企業や保険者等で採用している事例があります。 

※う蝕や歯石の有無についての判定等はできません。 

【手順】 

① 申し込み後、検査実施主体に唾液検査キット等の必要物品が送付されます。また、

地域の歯科医師会内で検査協力歯科医師が事前に選定されます。 

② 当日は、検査実施主体（事業者等）側で会場準備（6～8畳程度の検査会場、テー

ブル 4つ、受診者名簿 2部、事前に受け取った唾液検査物品の搬入）を行います。 

③ 唾液検査を実施（受付→唾液採取→検査結果を実施主体の担当者に配布）しま

す。 

④ 実施主体の担当者より、各受診者に検査結果が返却されます。 

②簡易唾液潜血検査 

⚫ 歯科専門職による講演、歯科衛生士による個別の歯科口腔保健指導サービス等が提供

されています。 

 

⚫ 集団での健康教育セミナー 

歯・口腔の健康管理や、効果的な歯みがき方法等について歯科専門職が講演を

行います。 

⚫ 個別の歯科口腔保健指導 

歯科衛生士等が出張し、歯ブラシや歯間清掃用具を用いたブラッシングの個別指

導等を行います。 

③歯科専門職による健康教育セミナー・歯科口腔保健指導 
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２） 民間サービスの利用 

⚫ 歯周病検診や歯科健康診査等の実施を支援する民間サービスがあります。

歯科専門職の手配や、必要物品や会場準備等が困難な場合にはこのような

サービスを利用することも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 出張訪問型の歯周病検診・歯科健康診査 

 職場等の指定の場所に歯科医師、歯科衛生士等の歯科専門職が訪問して歯

周病検診や歯科健康診査を実施するサービスです。 

【手順】 

① 実施希望日の概ね 1～2 カ月前までに歯周病検診（歯科健康診査）委託の申し

込みを行います。 

② 申し込み受付後、受診者数、実施日時、時間帯、会場、実施内容等についてサー

ビス事業者との打ち合わせを実施します。 

③ 実施当日、歯科医師、歯科衛生士が健診会場に出張します（必要な器材等は委

託するサービス事業者が準備してくれる場合が多い）。 

④ 歯・口腔内の診査、清掃指導等の歯科口腔保健指導を実施します。 

⑤ 健診結果を取りまとめ、健診実施主体の担当者に送付します。 

① 歯科専門職による歯周病検診・歯科健康診査 
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⚫ 歯科専門職によるセミナー、個別の保健指導サービス等が提供されています。 

 

⚫ 集団での健康教育セミナー別の歯科口腔保健指導 

歯・口腔の健康管理や、効果的な歯みがき方法等の衛生指導について歯科専門

職が講演を行います。 

 

⚫ 個別の歯科口腔保健指導 

歯科衛生士等が出張し、口腔内カメラや専用の機器（位相差顕微鏡等）を用い

た口腔衛生の啓発、カラーテスター（歯垢染色）によるみがき残しチェック、歯ブラ

シや歯間清掃用具を用いたブラッシングの個別の歯科口腔保健指導等を行いま

す。 

 

② 歯科専門職による健康教育セミナー・歯科口腔保健指導 



 

65 

III 関連通知 

1 健康増進法第 17 条第１項及び第 19 の２に基づく健康増進事業

について 

（健発第 0331026 号 平成 20 年３月 31 日） 

平成 18 年の医療制度改革において、老人保健法(昭和 57 年法律第 80 号)が

高齢者の医療の確保に関する法律に全面改正され、医療保険者に 40 歳以上 74 

歳以下の被保険者及び被扶養者に対する生活習慣病予防に着目した特定健康診査

及び特定保健指導(以下「特定健診・保健指導」という。)の実施が義務付けられた。 

これに伴い、従来の基本健康診査を中心とする老人保健事業のうち、特定健診・保

健指導を含む高齢者の医療の確保に関する法律に定められたもの以外については、

健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 17 条第 1 項及び第 19 条の 2 に基

づく健康増進事業として、引き続き市町村が実施することとされた。 

また、平成 10 年度に一般財源化された際、老人保健法に基づかない事業と整理

されたがん検診についても、健康増進法第 19 条の 2 に基づく健康増進事業と位置

付け、引き続き市町村において実施することとしている。 

上記に伴い、健康増進法第 17 条第 1 項及び第 19 条の 2 に基づき実施するこ

ととなる健康増進事業について、別添のとおり定め、平成 20 年 4 月 1 日から適用す

ることとしたので、趣旨を十分御理解の上、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)

及び関係団体等への周知徹底及び適切な指導を行い、健康増進事業の一層の推進

に特段のご努力をお願いする。 

（抜粋）別添 健康増進事業実施要領（令和 ６年度） 

第３ 健康増進法第 19 条の２に基づく健康増進事業 

２ 歯周疾患検診 

（１）目的 

高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防

することを目的とする。 

（２）対象者 

当該市町村の区域内に居住地を有する 20歳、30 歳、４０歳、５０歳、６０歳及び

７０歳の者を対象とする。 

（３）歯周疾患検診の実施 

 ① 検診項目 

 ア 問診 

  歯周疾患に関連する自覚症状の有無等を聴取する。 
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 イ 歯周組織検査 

  歯及び歯周組織等口腔内の状況について検査する。 

② 実施回数 

 原則として同一人について年１回行う。 

（４）検診結果の判定 

「歯周疾患検診マニュアル」（厚生省）又は「歯周病検診マニュアル２０１５」に基

づき、「異常なし」、「要指導」及び「要精検」に区分する。 

（５）指導区分・受診指導等 

それぞれの指導区分につき、次の内容の指導を行う。 

①  「要指導」と区分された者 

問診の結果から、歯みがきの方法等特に改善を必要とする日常生活につい

て指導する。 

② 「要精検」と区分された者 

医療機関において精密検査を受診するよう指導する。 

（６）結果の通知 

 検診の結果については、指導区分を付し、受診者に速やかに通知する。 

（７）記録の整備 

検診の記録は、氏名、年齢、住所、検診の結果、指導、歯周疾患検診の指導

区分等を記録する。また、必要に応じ、治療の状況や事後の指導その他必要な

事項についても記録する。 

（８）その他の留意事項 

歯周疾患検診は、疾病の発見のみならず、検診の実施により健康自立への

意識を高揚させ、実践へ結びつけることにより快適な高齢期を迎えることを目

的とするものであり、さらに必要に応じて生活習慣の改善を行うことが発症予

防及び重症化予防を進める上で重要であることから、健康教育、健康相談及

び訪問指導等他の保健事業や介護予防事業等と有機的な連携を図ることに

より、適切な指導等が継続して行われるよう配慮する。 

 

2 その他参考 

○国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/ken

kou/kenkounippon21_00006.html 

○歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/ken

kou/shikakoukuuhoken/index.html 
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